


































女官への評定権は男官が持つというのが律令の基本原貝u だったからだという
（野村忠夫1 9 7 0 、p . 5 2 5 ) 。最終的には、女官の考叙を管掌する中務省が成績評
価と昇叙すべき位階を決め、天皇または太政官の判断を仰ぐという手順になる
（伊集院葉子2 0 1 0 ) 。律令の規定通りの勤務評定を受け、男官と同じ日に位階
を昇叙された女官たちの例も『続日本紀』に記録されている（『続日本紀」慶雲
4 年〔7 0 7 〕2 月甲午〔2 5 日〕条) 。女官も男官と同じように厳格に勤務評定を
受け、職責を果たしたと評価されれば、規定どおり昇叙されたのである（伊集
院葉子2 0 1 4 ) 。女官の昇叙を、天皇の窓意や一族の有力男' 性の権力によるもの
として特殊視する従来の見方は、見なおす必要があるだろう。
なお、女官の勤務評定のとりまとめは、平安期には内侍司が担ったとみられ

じちゅうぐんよう

ている（『訳註』1 0 、p . 7 0 0 ) 。平安中期成立の故実書『侍中群要』によると、女
りょうげ じょし

官の出勤日数とりまとめは、内侍司に置かれた令外の女’性書記官である女史が
担当している（『侍中群要』六、月奏､ p p・1 1 3 - 1 1 4 ｡『専修史学』5 5，p . 1 0 ､ P . 3 4 )。
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疑漣
蕊蕊：

｜ 鐘庚竺尖と｜いおきべのとこたり

伊福吉部徳足骨蔵器（鳥取県鳥取市出土）
伊福吉部徳足は、因幡国法美郡から藤原京へ出仕した女官。遺骨が青銅製の骨蔵器（上掲左）に納め
られて故郷に埋葬された。骨蔵器の蓋に銘文が記されている（上掲右) 。内容は、「徳足比売臣は藤原
京で文武天皇に仕え、慶雲4 年（7 0 7 ）2 月2 5 日に従七位下に叙された( p . 5 9 参照) 。和銅元年( 7 0 8 )
7 月1 日に死去し、和銅3 年( 7 1 0 ) に火葬し、故郷の法美郡で葬儀を行った。後世の人々は、徳足の墓
を決して壊してはならない」というもの。（画像提供：東京国立博物館）

lokibenoTokotariwasafemaleofficialfromHomidistrictinInabaprovincewhowenttothe
Fujiwaracapital.Afterherdeath,herremainswerereturnedtoherhomeplaceinthepicturedurn.
Accordingtotheinscriptiononthelid.LadyTokutariservedMonmuTenno(r.697-707).InKeiun4
(707),onthe25thdayofthe2ndmonth,shewaspromotedtothejuniorseventhranklowerstep(p､59)．
Shediedthefollowingyear,inWado1(708),onthefirstdayofthe7*month.Aftercremation,her
asheswereburiedinHomidistrict,withtheinstructionsthathergraveshouldneverbedestroyed.
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